
 

 

議会運営委員会 Ｒ６．１２．１７（火） 
 

開 会  ９：５８ 
散 会 １０：０６ 
 

１．意見書案の調整状況について 
○ 調整者の古賀陽三委員から、資料１のとおり意見書案４件が報告された。 

 

２．佐賀県議会議員の期末手当について 
（１）佐賀県議会議員の期末手当について 

  ○ 理事会における協議の結果、資料２～２－２の条例案を提出に賛同する議

員（自由民主党、県民ネットワーク）が提出者となり、提出されることが報

告された。 
 
 （２）議員報酬等の一部改正条例（案）の取扱いについて 
  ○ 理事会における申し合わせのとおり、本日の本会議に上程し、その際の提

出者説明、質疑、委員会付託及び討論は省略し、採決することが申し合わさ

れた。 
 

３．議事等について 
（１）追加議案（甲第４７号議案）に対する質疑について 
 ○ 昨日の午後３時までに質疑の通告はあっていないため、質疑はなしと確認 

された。 
 
（２）追加議案（甲第４７号議案）の修正の有無について 

○ 各会派修正なしと報告された。 
 
（３）議案・請願等の討論者名等について 

○ 自由民主党及び県民ネットワークは討論なし、諸会派は次のとおり討論を行 
うと報告され、その旨確認された。 

 
 番号 件  名 提出者の説明 反対討論 賛成討論 

乙第 

５６号 

令和５年度佐賀県歳入歳出

決算の認定について 
 

武藤明美議員 

（日本共産党） 
 

意第 

１３号 

選択的夫婦別姓制度の導入

を求める意見書（案） 
  

武藤明美議員 

（日本共産党） 

意第 

１４号 

日本政府に核兵器禁止条約

の参加・調印・批准を求め

る意見書（案） 

  
武藤明美議員 

（日本共産党） 

 
 
 
 



 

 

 
４．議員派遣の件について 
○ 資料３のとおり議決することが申し合わされた。 

 
５．本日（１２月１７日）の会議の順序について 

○ 事務局から、資料４～４－２のとおり説明された。 
 

６．閉会中の継続審査について 
○ 議会運営委員会の所管事項のうち 

１．議会の運営に関する件 

１．議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する件 

１．議長の諮問に関する件 
以上３件について、諸般の検討を要するため、閉会中の継続審査としたい旨、

議長に申し出ることが申し合わされた。 
 

７．その他 

○ 本日の本会議の開議時刻は、１２月１６日の議会運営委員会で、午前１１時目

途と決まっている旨が確認された。 
 

８．執行部発言の○有 無 
○ 政策部長から、「佐賀県議会議員として在職２５年以上にわたり、県勢の進展

に寄与された藤木卓一郎議員に対し、本日の本会議終了後、知事から感謝状の贈

呈を行いたい。」との発言があり、感謝状の贈呈が行われることが確認された。 

 

 



令和６年１１月定例会意見書・決議（案）一覧 

（令和６年１２月１７日） 

 

＜ 意見書（案）＞      

提 出 会 派 件       名 備  考 

全 議 員 

意第１１号 

福祉医療機構が行う社会福祉施設職員等の退

職手当共済制度に係る公費助成の継続を求め

る意見書（案） 

 

〃 

意第１２号 

医療・介護等を提供するための適切な財源確

保を求める意見書（案） 

 

県民ネットワーク 

公 明 党 

日本共産党 

意第１３号 

選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書

（案） 

 

県民ネットワーク 

日本共産党 

意第１４号 

日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准

を求める意見書（案） 

 

 

 

＜ 決議（案）＞      

提 出 会 派 件       名 備  考 

― ―  

 

 

資料 No.１
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議第１号 

   佐賀県議会議員の議員報酬等の支給に関する条例の一部を改正する条例（案） 
第１条 佐賀県議会議員の議員報酬等の支給に関する条例（昭和30年佐賀県条例第２号）の一部を次のように改正する。 
  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

第３条 略 第３条 略 

２ 前条に規定する期末手当の額は、佐賀県職員給与条例（昭和26年

佐賀県条例第１号）の適用を受ける職員（以下「一般職の職員」と

いう｡）の例による。この場合において、同条例第17条第２項の規

定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分

の170」とし、期末手当に係る期末手当基礎額は議員報酬の月額に

当該議員報酬の月額に100分の45を乗じて得た額を加算した額と

する。 

２ 前条に規定する期末手当の額は、佐賀県職員給与条例（昭和26年

佐賀県条例第１号）の適用を受ける職員（以下「一般職の職員」と

いう｡）の例による。この場合において、同条例第17条第２項の規

定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分

の175」とし、期末手当に係る期末手当基礎額は議員報酬の月額に

当該議員報酬の月額に100分の45を乗じて得た額を加算した額と

する。 

第２条 佐賀県議会議員の議員報酬等の支給に関する条例の一部を次のように改正する。 
  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

第３条 略 第３条 略 

２ 前条に規定する期末手当の額は、佐賀県職員給与条例（昭和26年

佐賀県条例第１号）の適用を受ける職員（以下「一般職の職員」と

いう｡）の例による。この場合において、同条例第17条第２項の規

定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分

の175」とし、期末手当に係る期末手当基礎額は議員報酬の月額に

当該議員報酬の月額に100分の45を乗じて得た額を加算した額と

する。 

２ 前条に規定する期末手当の額は、佐賀県職員給与条例（昭和26年

佐賀県条例第１号）の適用を受ける職員（以下「一般職の職員」と

いう｡）の例による。この場合において、同条例第17条第２項の規

定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の

172.5」とし、期末手当に係る期末手当基礎額は議員報酬の月額に

当該議員報酬の月額に100分の45を乗じて得た額を加算した額と

する。 
   附 則 

（施行期日等） 
１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の佐賀県議会議員の議員報酬等の支給に関する条例（以下「改正後の条例」という｡）の規定は、令和６年12

３
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月１日から適用する。 

（期末手当の内払） 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合には、第１条の規定による改正前の佐賀県議会議員の議員報酬等の支給に関する条例の規定に基づい

て支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。 

   理 由 
 佐賀県議会議員の期末手当の支給割合を改定するため、佐賀県議会議員の議員報酬等の支給に関する条例の一部を改正する必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 

 

  令和 年 月 日提出 

提出者 別紙                        

４
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議 員 派 遣 の 件 
 

 

佐賀県議会会議規則第 129 条第 1 項の規定により、下記のとおり議員を派遣する。 
 

令和 6 年 12 月 17 日 
 

佐賀県議会議長  大 場 芳 博 
 
 
○令和 6 年度九州各県議会議員交流セミナー 
（１）目 的  上記セミナーへの参加 
（２）期 日  令和７年１月 30 日 
（３）派遣場所 宮 崎 県 
（４）派遣議員 土 井 敏 行、 原 田 寿 雄、 定 松 一 生 
        木 村 雄 一、 古 賀 和 浩、 古 川 裕 紀 
        田 中 秀 和、 桃 崎 祐 介、 酒 井 幸 盛 
 

５
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本日（１２月１７日）の会議の順序（案） 

 

１ 開 議 

 

 

２ 甲第４７号議案 令和６年度一般会計補正予算（第５号）に対する 

質疑、委員会付託 

 

 

３ 議案関係 

（討論及び採決） 

（１）乙第５６号 令和５年度歳入歳出決算の認定について ‥‥ １件 

 

（採決のみ） 

（２）甲第４３号 令和６年度佐賀県一般会計補正予算（第４号） 

               ‥‥‥‥‥‥ １件 

 

（３）乙第６１号、乙第６５号          ‥‥‥‥ ２件一括 

 

（４）甲第４４号、甲第４５号          ‥‥‥‥ ２件一括 

 

（５）甲第４７号 令和６年度佐賀県一般会計補正予算（第５号）    

‥‥‥‥‥‥ １件 

 

（６）甲第４６号 令和６年度一般会計補正予算（第３号）の 

専決処分について       ‥‥‥‥‥‥ １件 

 

（７）乙第５８号～乙第６０号、乙第６２号～乙第６４号 

乙第６６号～乙第７６号          ‥‥‥ １７件一括 

 

（８）乙第７７号 教育委員会委員の任命について ‥‥‥‥‥‥ １件 

 

（９）乙第７８号 収用委員会委員の任命について ‥‥‥‥‥‥ １件 

 

（10）乙第５７号 令和５年度工業用水道事業決算の認定について  

‥‥‥‥‥‥ １件 

（上程及び採決） 

（11）議第 １号 県議会議員の議員報酬等の支給に関する条例の 

一部改正           ‥‥‥‥‥‥ １件 

６
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４ 請願関係 

（採決のみ） 

（１） 請第 ７号 小中高のすべてで３５人以下学級の実現、正規・専任    

の教職員の増員、特別支援学級の編制基準の見直し、 

教育費の保護者負担軽減を求める請願 ‥‥‥ １件 

 

（２） 請第 ５号 私学助成の大幅増額・教育費の保護者負担の軽減・ 

教育条件の改善をもとめる請願書  ‥‥‥‥ １件 

 

（３）請第 ６号 重心医療の現物給付に関する請願  ‥‥‥‥ １件 

 

 

５ 意見書案関係 

（上程及び採決） 

（１） 意第１１号 福祉医療機構が行う社会福祉施設職員等の退職手当 

共済制度に係る公費助成の継続を求める意見書（案） 

（２）意第１２号 医療・介護等を提供するための適切な財源確保を求める

意見書（案）         ‥‥‥‥ ２件一括 

（一括討論及び採決） 

（３）意第１３号 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書（案） 

                        ‥‥‥‥‥‥ １件 

（４）意第１４号 日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める

意見書（案）         ‥‥‥‥‥‥ １件 

 

 

６ 議員派遣の件 

 

 

７ 継続審査事件 

 

 

８ 閉 会 

７
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